
（厚労省・長時間労働削減の徹底を目的に重
点監督）延長時間長い三六協定の事業場も対
象に／（女性の活躍推進を図る法案の内容）
民間企業に関する規定の施行は28年４月から
に／（今後の能力開発のあり方で報告書）外
部労働市場でも活用できる能力評価制度構築
を／ほか
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●連載　労働スクランブル○198（労働評論家・
飯田康夫） ─ 42●労務資料　労働条件の設
定・変更と人事処遇に関する実態調査結果 
─ 44●わたしの監督雑感　山口・徳山労働
基準監督署長　末廣高明 ─ 54●労務相談室
だより ─ 56
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プラチナくるみん創設＆現行くるみん改正！── ６

今年９月24日に諮問・答申が行われた「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「行動計
画策定指針案要綱（一般事業主行動計画に係る部分）」では、現行くるみんの認定基準改正や新設のプラチナくるみん制度
の認定基準などの案が示された。これらの省令・指針は改正次世代法と同様、平成27年４月１日に施行される予定。現行
のくるみん認定は、①イメージアップ、②税制面で認定を受けた事業年度における32％の割増償却の適用──などのメリッ
トがある。企業は、新設されるプラチナくるみん認定を受けることで、さらなるイメージアップが図れ、また、税制面では、
３年間にわたり割増償却が受けられる見込み。 （編集部）

プラチナくるみん認定受ければ
３年間にわたり32％の割増償却が
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─ 18
●特別企画／拡充された「キャリア形成促進助成金」及び
　「キャリアアップ助成金（人材育成コース）」の活用について

（厚生労働省職業能力開発局育成支援課）

「専門実践教育訓練」を活用した
従業員の中長期的なキャリアアップ
に取り組む事業主への支援を創設

●労働判例解説／東レエンタープライズ事件─ 26

派遣先への働きかけなど適正な対応
怠ったとして派遣元の責任認める

（弁護士・新弘江〔あだん法律事務所〕）
（平成25年12月20日・大阪高裁判決）

セクハラ被害について派遣元に損害賠償請求

────────── 37●労働局ジャーナル

〔和歌山労働局〕

和歌山局が和歌山大学で
寄附講義「労働行政実務」を開講

─ 38●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉

証拠収集の方法を間違えると
刑事責任が発生することも

第18講　証拠収集の方法と刑事責任

（北海学園大学法学部准教授・弁護士　淺野高宏）

★お近くの書店、または下記フリーFAX、労働調査会ホームページよりお申し込みください

働きやすい社会を作るのは、誰でもない「あなた」です。

　日本の社会は、依然働き過ぎといわれています。長い時間仕事
に従事することが、成果になるとは限らないのは周知の事実で
す。そんな働き方をしながらパパになっても、子どもの寝顔しか
見ることができない…。
　そこで、本書は、長時間労働をはじめとした働き方の見直しに
ついて、実践することに抵抗を感じているパパ、そして会社、社
会に向けて、その第一歩を踏み出すための提言を収録しました。
どうすれば、パパたちが笑顔で働くことができるようになるの
か、小さなアクションを起こすためのヒントが満載。
　内閣府子ども・子育て会議委員である労働・子育てジャーナリ
ストである吉田大樹氏の書き下ろしです。

はじめに

第１章　働き過ぎるパパたち
　「働きがい」はどこに消えたのか？
　長時間労働は減ったのか？
　休まないことを前提とした働き方
　長時間労働は過労死と隣り合わせ
　メンタルヘルス不調で労災も増加の一途
　睡眠時間を削ってまで働くということ

第２章　パパが健康で働くには
　働くパパの命・健康を守ってくれる法律～労働安全衛生法～
　パパにも法律を守る義務がある
　安全の技術・技能をスムーズに継承できるか？
　職場の熱中症対策も受動喫煙対策も労働衛生対策
　長時間労働が続いたときに活用すべき「面接指導」制度
　健康診断の結果を積極的に活用せよ
　メンタルヘルスの検査制度の導入
　ワーク・ライフ・バランスの土台としての「命・健康」
　忙しい中でも健康を少しでも維持する工夫

第３章　ワーク・ライフ・バランス私論
　眠らない社会システムにいる者は……
　教師だって子育てする権利がある
　休むことを前提とした社会に
　「動かなくてもいい」状態からの脱却を
　「働かされる」パパたち
　果たして本当に成長する戦略なのか？
　独身を続けざるを得ない社会に
　結婚を遠ざける３つの自立の欠如
　共働きを社会のスタンダードに
　「ワーク・ライフ・バランス」の言葉の重みを変える

第４章　「働くこと」の意味とは
　働くことは権利でもあるが義務でもある
　教育機関における勤労意識の欠如
　「仕事」か「子育て」の択一式社会を脱する
　企業の働き方に合わせる時代からの脱却
　労働時間管理で働くことを問い直す時期に
　多様性のある働き方、多様性のある労働者

パパの働き方が社会を変える！

著：吉田大樹　四六判／204頁／定価（本体1400円＋税）
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第５章　パパになる前の思い、そしてパパになってからの思い
　偶然見つけたアルバイトでの出会い
　忙しいときこそ笑顔で働いてみる
　心の余裕を生み出す働き方
　働く場面を働く前にみることは大切
　「人格主義」との出会い
　「たまたま」も働く上での重要な要素
　前を向いて歩くことが大事
　「悩み方」を変えてみる
　あなたはこの社会にいるのか、いないのか
　家庭内のポジション争いをやめよう

第６章　パパに知ってほしい「子ども・子育て支援新制度」
　深刻な社会保障の問題を子育て世代が考える
　新制度の骨格を議論する「子ども・子育て会議」
　親（保護者）の自己肯定感も大切に
　低所得世帯こそ共働きできる環境が必要
　預け先の多様化で待機児童を解消へ
　優先利用で低所得世帯を下支え
　11時間保育が標準時間に
　財源が確保できていない中で始まる新制度
　新制度の財源確保策～配偶者控除の見直し～

最終章　パパが明日からできること～社会を変えるための提言～
　子育てと地域をつなげる
　子どもは地域のエントランス
　「寝に帰る」だけの我が家からの脱皮
　人生の終着地である「地域」を侮るなかれ
　「会社人間」から「社会人間」へ
　地域への関心を高めることが政治への関心を高める
　このままでは地方が消滅する
　都市部に住むパパがもっと地方に関心を持つためには
　パパが一度きりの人生を楽しむには

あとがき

パパ事例

パパの働き方が社会を変える！


